
 

 

 

 

(新) 7-2-1 
東明小学校周辺生活道路の 

「ゾーン３０」の指定 

⇒令和８年９月１日に中央線や

車両通行帯が設けられていない

生活道路における自動車の法定

速度が 30 ㎞に引き下げられるこ

とで、原則 30 ㎞の規制標識は新

設しない方針。 

(新) 7-2-2 
登校時の車両通行規制 

⇒現状で車両が通行する際に注

意喚起を促す音声が流れる装置

が設置されていますが、注意喚起

の看板を新たに設置することを

検討していきます。 

 

要望書では通学児童が 257人と多

く、時間帯を区切って歩行者・自

転車用道路の規制なら妥当と考

える。 

規制をかける場合、要望者から付

近町会の同意を取るよう依頼。 

(継) 7-2-5 
樹木の伐採 

⇒所有者に対して、剪定いただく

よう書面を通じて催促しており

ます。 

東明小 

7-2-1・7-2-2・7-2-5・7-2-7 

(新) 7-2-7 
用水路にグレーチングを設置 

⇒地元水路管理者等との調整か

ら進めて参ります。 



 

 

 

 

(新) 7-2-3 
グリーンベルトの塗り直し 

⇒事業は完了しました。 

東明小 

7-2-3 



 

 

 

 

(新) 7-2-4 
地下道前の道路に止まれの表記 

もしくは通学路とわかる表記 

⇒道路形状及び交通量から一時

停止規制の設置基準に満たない。 

東明小 

7-2-4 



 

 

 

 東明小 

7-2-6 

(新) 7-2-6 
転落防止柵の設置 

⇒今年度対策実施予定です。 


